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自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現

在
の
登
録
に
基
づ
い
て
課
税
さ

れ
る
税
金
で
す
。

　

平
成
３１
年
度
の
自
動
車
税
納

税
通
知
書
を
確
実
に
お
届
け
す

る
た
め
に
、
３
月
中
の
手
続
き

を
お
願
い
し
ま
す
。

■�

引
っ
越
し
で
住
所
が
変
わ
っ

た
と
き
な
ど
は
変
更
登
録
を

　

次
の
場
合
、
運
輸
支
局
で
登

録
手
続
き
が
必
要
で
す
。

・�

住
所
が
変
わ
っ
た
と
き
（
変

更
登
録
）

・�

自
動
車
を
売
買
し
た
と
き

（
移
転
登
録
）

■
自
動
車
税
の
住
所
変
更
を
お
忘
れ
な
く

・�

自
動
車
を
使
用
し
な
く
な
っ

た
と
き
（
抹
消
登
録
）

■�
変
更
登
録
が
間
に
合
わ
な
い

と
き
は

　

札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税

部
に
ご
連
絡
い
た
だ
く
か
、
道

税
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
自
動

車
税
の
住
所
変
更
手
続
き
が
可

能
で
す
。

問�

い
合
わ
せ
／

�

札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税

部

�

☎︎
０
１
１
‐
７
４
６
‐
１
１

　

９
７

平
成
２８
年
５
月
の
森
林
法
一

部
改
正
に
よ
り
創
設
さ
れ
た
林

地
台
帳
制
度
が
４
月
か
ら
運
用

開
始
と
な
り
ま
す
。

林
地
台
帳
は
、
森
林
の
土
地

の
所
有
者
や
林
地
の
境
界
に
関

す
る
情
報
な
ど
を
市
町
村
が
整

備
し
、
公
表
す
る
も
の
で
す
。

申
請
に
よ
り
、
林
地
台
帳
及

び
地
図
の
閲
覧（
所
有
者
情
報

除
く
）が
で
き
ま
す
。

所
有
者
ま
た
は
森
林
経
営
計

画
の
認
定
を
受
け
て
い
る
者
は
、

申
し
出
に
よ
り
、
所
有
者
情
報

■
４
月
か
ら
林
地
台
帳
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

を
含
む
情
報
提
供
を
受
け
る
事

が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
林
地
台
帳
及
び
地
図

は
、
森
林
の
土
地
の
権
利
や
所

有
の
境
界
を
確
定
す
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
／

�

市
農
政
課
農
林
整
備
グ
ル
ー

プ☎︎
２
３
‐
６
４
７
６

札
幌
障
害
年
金
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
環
境
が
な
い
方
、
遠
方
の
事

務
所
等
に
相
談
に
行
く
こ
と
が

難
し
い
方
に
相
談
の
機
会
を
作

る
た
め
に
、
障
害
年
金
無
料
相

談
会
を
開
催
し
ま
す
。

相
談
会
で
は
、
専
門
家
が
分

か
り
や
す
く
説
明
し
ま
す
。
ま

た
、
ご
家
族
か
ら
の
相
談
も
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

日
時
／
３
月
３０
日
（
土
）

１０
時
〜
１５
時

■
障
害
年
金
無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

場
所
／
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー

相
談
料
／
無
料

相
談
担
当
者
／

・
社
会
保
険
労
務
士

　

山
内
俊
英
さ
ん

・
特
定
社
会
保
険
労
務
士

　

米
澤
典
子
さ
ん

問
い
合
わ
せ
／

�

札
幌
障
害
年
金
サ
ポ
ー
ト
セ

ン
タ
ー
（
山
内
年
金
労
務
事

務
所
）

☎︎
０
１
１
‐
３
０
３
‐
４
８

　

６
４

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
は
、

高
齢
者
の
方
の
医
療
費
を
国
民

の
皆
さ
ん
で
支
え
合
う
健
康
保

険
制
度
で
す
。

７５
歳
以
上
の
全
て
の
方
と
、

６５
歳
以
上
の
一
定
の
障
が
い
の

あ
る
方
で
、
広
域
連
合
の
認
定

を
受
け
た
方
が
対
象
で
す
。

■�

医
療
費
通
知
を
全
受
給
者
へ

送
付
し
て
い
ま
す

被
保
険
者
の
医
療
費
総
額
な

ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
す
る

「
医
療
費
通
知
」を
、
対
象
期
間

に
医
療
機
関
等
を
受
診
し
た
全

て
の
被
保
険
者
の
皆
さ
ん
に
送

付
し
て
い
ま
す
。
な
お
、
通
知

書
の
発
行
月
は
、
毎
年
３
月
と

９
月
で
す
。

■
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
お
知
ら
せ

※�

こ
の
通
知
は
受
診
状
況
を
お

知
ら
せ
す
る
も
の
で
、
請
求

書
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※�

医
療
費
控
除
の
申
告
手
続
き

で
医
療
費
の
明
細
書
と
し
て

使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

医
療
費
控
除
の
申
告
に
関
す

る
こ
と
は
、
税
務
署
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■�

高
額
介
護
合
算
療
養
費
勧
奨

通
知
の
発
送
時
期
に
つ
い
て

高
額
介
護
合
算
療
養
費
の
歓

奨
通
知
は
、
支
給
対
象
と
な
る

方
に
、
例
年
１
〜
２
月
に
発
送

し
て
い
ま
し
た
が
、
平
成
２９
年

度
分（
平
成
２９
年
８
月
１
日
〜

平
成
３０
年
７
月
３１
日
）は
３
月

〜
４
月
に
発
送
予
定
で
す
。

■
通
知
の
活
用
に
つ
い
て

・�

医
療
費
の
推
移
が
一
目
で
分

か
る
た
め
、
ご
自
身
の
健
康

状
態
の
把
握
や
健
康
管
理
に

活
用
で
き
ま
す
。

・�

健
康
診
査
な
ど
、
健
康
保
持
、

増
進
に
役
立
つ
情
報
が
記
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

・�

診
療
日
数
等
に
間
違
い
が
な

い
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
／

・�

市
総
合
窓
口
課
医
療
給
付
グ

ル
ー
プ

　

☎︎
２
３
‐
６
４
１
１

・�

北
海
道
後
期
高
齢
者
医
療
広

域
連
合

　

☎︎
０
１
１
‐
２
９
０
‐
５
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０
１

稚
内
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン

タ
ー
は
、
会
員
に
働
く
機
会
を

提
供
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
会

員
の
生
き
が
い
の
充
実
や
生
活

の
安
定
、
ま
た
、
地
域
社
会
の

発
展
や
現
役
世
代
の
下
支
え
な

ど
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

■
こ
ん
な
仕
事
を
し
て
い
ま
す

地
域
の
生
活
に
密
着
し
た
仕

事
か
ら
店
舗
や
事
務
所
の
仕
事

ま
で
、
出
来
る
限
り
様
々
な

ニ
ー
ズ
に
お
応
え
し
ま
す
。

・
事
務
分
野

�

受
付
事
務
、
宛
名
書
き
、
名

簿
や
書
類
の
整
理
な
ど

・
サ
ー
ビ
ス
分
野

家
事
援
助
、
室
内
整
理
な
ど

・
一
般
作
業
分
野

�

草
取
り
、
草
刈
り
、
屋
内
外

■
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
は
こ
ん
な
仕
事
を
し
て
い
ま
す

軽
自
動
車
税
は
、
そ
の
車
両

の
定
置
場
所
（
車
検
証
の
「
使

用
の
本
拠
の
位
置
」
）
の
市
町

村
で
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者

ま
た
は
、
使
用
者
に
課
税
さ
れ

ま
す
。

譲
渡
や
廃
車
、
市
外
へ
転
出

な
ど
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、

該
当
す
る
登
録
期
間
で
の
手
続

き
が
必
要
で
す
。

万
が
一
、
３
月
３１
日
ま
で
に

所
定
の
手
続
き
が
さ
れ
て
い
な

い
場
合
は
、
現
在
登
録
さ
れ
て

い
る
所
有
者
ま
た
は
、
使
用
者

に
課
税
さ
れ
ま
す
の
で
、
必
ず

該
当
す
る
登
録
機
関
で
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
軽
自
動
車
税
の
手
続
き
は
３
月
３１
日
ま
で
で
す

厚
生
労
働
省
で
は
、
４
月
１

日
か
ら
施
行
さ
れ
る
働
き
方
改

革
関
連
法
に
対
応
し
た
３６
（
サ

ブ
ロ
ク
）
協
定
な
ど
を
掲
載
し

た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
作
成
し
ま

し
た
。

ま
た
、
各
労
働
基
準
監
督
署

労
働
時
間
相
談
・
支
援
コ
ー

ナ
ー
で
働
き
方
改
革
へ
の
取
り

組
み
を
は
じ
め
と
し
た
相
談
を

受
け
付
け
て
い
ま
す
の
で
、
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
／

�

北
海
道
労
働
局
労
働
基
準
部

監
督
課
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１
１

■「
働
き
方
」が
変
わ
り
ま
す

の
清
掃
、
引
っ
越
し
の
手
伝

い
、
冬
囲
い
、
除
雪
な
ど

・
管
理
分
野

�

施
設
管
理
、
駐
車
場
の
管
理
、

公
園
緑
地
管
理
な
ど

・
技
能
分
野

�

庭
木
の
手
入
れ
、
刃
物
研
ぎ
、

軽
易
な
大
工
仕
事
な
ど

■
会
員
を
募
集
し
て
い
ま
す

入
会
を
希
望
さ
れ
る
方
は
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
／

�

公
益
社
団
法
人
稚
内
市
シ
ル

バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

☎︎
２
２
‐
１
１
５
６

■
転
出
・
転
入
し
た
場
合

�

転
出
や
転
入
に
よ
り
、
住
所

や
車
両
の
定
置
場
所
が
変
更

に
な
っ
た
場
合
は
、
管
轄
地

区
の
登
録
機
関
で
「
車
検
証

上
の
住
所
変
更
」
の
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
死
亡
し
た
場
合

�

登
録
機
関
で
「
名
義
変
更
」

ま
た
は
「
抹
消
」
の
手
続
き

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
譲
渡
し
た
場
合

�

登
録
機
関
で
「
名
義
変
更
」
の

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

■
廃
車
・
抹
消
し
た
場
合

�

登
録
機
関
で
「
抹
消
」
の
手

続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
／

　

市
税
務
課
資
産
税
グ
ル
ー
プ

　

☎︎
２
３
‐
６
３
９
３


